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令和８年第１回定例会

別 海 町 議 会 会 議 録

第２号（令和 ８年 ３月１０日）
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開会 午前１０時００分

──────────────────────────────────

◎開会宣告

○議長（西原 浩君） おはようございます。

定刻より若干早いわけですけども、予定してる皆さんおそろいですので、ただいまから

２日目の会議を開きます。

ただいま出席している議員は１５名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

欠席議員は、３番髙橋議員であります。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

──────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（西原 浩君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により議長において指名いたします。

１３番中村議員。

○１３番（中村忠士君） はい。

○議長（西原 浩君） １４番佐藤議員。

○１４番（佐藤 雄君） はい。

○議長（西原 浩君） １５番戸田議員。

○１５番（戸田憲悦君） はい。

○議長（西原 浩君） 以上、３名を指名いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第２ 特別委員会付託事件審査結果報告

○議長（西原 浩君） 日程第２ 特別委員会に付託しました議案の審査結果の報告を議

題といたします。

ここでお諮りします。

予算決算審査特別委員会に付託し審査されました議案第１２号から議案第１９号までの

各会計補正予算８件につきましては、全員をもって構成する予算決算審査特別委員会で審

査を行ったことから、委員長の報告は省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、委員長の報告は省略することに決定しました。

──────────────────────────────────

◎日程第３ 各議案の討論・採決

○議長（西原 浩君） 日程第３ 各議案の討論・採決を行います。

令和７年度各会計補正予算の採決に入る前にお諮りします。

本件は、全員をもって構成する予算決算審査特別委員会で、質疑、討論、採決が行われ

ておりますので、討論は省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。
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したがって、令和７年度各会計補正予算の討論は省略することに決定しました。

それでは、令和７年度各会計補正予算の採決に入ります。

初めに、議案第１２号令和７年度別海町一般会計補正予算を採決します。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって議案第１２号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１３号令和７年度別海町国民健康保険特別会計補正予算を採決します。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１４号令和７年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算を採決しま

す。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１５号令和７年度別海町介護保険特別会計補正予算を採決します。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１６号令和７年度別海町後期高齢者医療特別会計補正予算を採決します。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１７号令和７年度町立別海病院事業会計補正予算を採決します。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１８号令和７年度別海町水道事業会計補正予算を採決します。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって議案第１８号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１９号令和７年度別海町下水道等事業会計補正予算を採決します。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。
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したがって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第４ 議案第４号から日程第１１ 議案第１１号まで

○議長（西原 浩君） 日程第４ 議案第４号令和８年度別海町一般会計予算、日程第

５ 議案第５号令和８年度別海町国民健康保険特別会計予算、日程第６ 議案第６号令和

８年度別海町介護サービス事業特別会計予算、日程第７ 議案第７号令和８年度別海町介

護保険特別会計予算、日程第８ 議案第８号令和８年度別海町後期高齢者医療特別会計予

算、日程第９ 議案第９号令和８年度町立別海病院事業会計予算、日程第１０ 議案第１

０号令和８年度別海町水道事業会計予算、日程第１１ 議案第１１号令和８年度別海町下

水道等事業会計予算の８件については、別海町議会会議規則第３７条の規定により一括議

題といたします。

内容について順次説明を求めますが、ここで、説明者に申し上げます。

この８件の令和８年度予算については、予算決算審査特別委員会に付託し、詳細な審査

をしたいと考えておりますので、内容については要点のみにとどめて説明願います。

それでは初めに、議案第４号令和８年度別海町一般会計予算の説明を求めます。

○経営管理部長（寺尾真太郎君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 経営管理部長。

○経営管理部長（寺尾真太郎君） それでは議案第４号の内容説明をいたします。

別冊の令和８年度別海町一般会計予算書の１ページを御覧ください。

令和８年度別海町一般会計予算。

令和８年度別海町一般会計予算は次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９１億８,０００万円と定める。

第２項、歳入歳出。

歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

第２条、債務負担行為。

地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

第３条、繰越明許費。

地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰越して使用することができる経費

は、「第３表 繰越明許費」による。

第４条、地方債。

地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」による。

第５条、一時借入金。

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４０億

円と定める。

２ページにお進みください。

第１表、歳入歳出予算で、まず歳入です。

１款、町税、１項から５項で２５億８,７９０万８,０００円。

２款、地方譲与税、１項から３項で３億８,１４４万円。

３款、利子割交付金、１項で６００万円。
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４款、配当割交付金、１項で１,３００万円。

５款、株式等譲渡所得割交付金、１項で１,９００万円。

６款、法人事業税交付金、１項で３,９００万円。

７款、地方消費税交付金、１項で４億４,３００万円。

８款、環境性能割交付金、１項で３００万円。

９款、国有提供施設等所在市町村助成交付金、１項で５,０３０万５,０００円。

１０款、地方特例交付金、１項で６,１００万円。

１１款、地方交付税、３ページにわたりまして、１項で８０億円。

３ページにお進みください。

１２款、交通安全対策特別交付金、１項で２２０万円。

１３款、分担金及び負担金、１項と２項で３億６,４４６万６,０００円。

１４款、使用料及び手数料、１項から３項で２億８,４９７万５,０００円。

１５款、国庫支出金、１項から３項で２４億３,２３２万７,０００円。

１６款、道支出金、１項から３項で１５億３,９２６万９,０００円。

１７款、財産収入、１項と２項で１億１１１万３,０００円。

１８款、寄附金、１項で５０億６,６００万円。

１９款、繰入金、１項で５７億５,６７１万１,０００円。

２０款、繰越金、１項で１,０００万円。

２１款、諸収入、４ページにわたりまして、１項から５項で６億４,８３８万６,０００

円。

４ページにお進みください。

２２款、町債、１項で１３億７,０９０万円。

歳入合計で２９１億８,０００万円とするものです。

５ページにお進みください。

歳出です。

１款、議会費、１項で８,９７１万５,０００円。

２款、総務費、１項から６項で８１億３,９９０万４,０００円。

３款、民生費、１項と２項で２９億５,７６０万９,０００円。

４款、衛生費、１項から３項で２６億１,５４９万２,０００円。

５款、労働費、１項で８１万６,０００円。

６款、農林水産業費、１項から４項で３４億９,２０７万６,０００円。

７款、商工費、１項で８億７８９万７,０００円。

８款、土木費、６ページにわたりまして、１項から５項で２７億９６３万５,０００円。

６ページにお進みください。

９款、消防費、１項で８億４,０７２万３,０００円。

１０款、教育費、１項から６項で２２億３,９２４万５,０００円。

１１款、災害復旧費、１項で１６万６,０００円。

１２款、公債費、１項で１８億９,６８５万９,０００円。

１３款、給与費、１項で３３億５,９８６万３,０００円。

１４款、予備費、１項で３,０００万円。

歳出合計で２９１億８,０００万円とするものです。

７ページにお進みください。
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第２表、債務負担行為です。

１件目、総合計画策定推進事業は、第８次別海町総合計画策定に係る支援業務委託で、

期間は令和９年度から令和１０年度まで、限度額を１,１０１万１,０００円とするもので

す。

２件目、景観保全推進事業は、計画策定に係る支援業務委託で、期間は令和９年度、限

度額を８０３万円とするものです。

３件目、草地畜産基盤整備事業、畜産担い手総合整備型再編整備事業、新中西別地区

は、北海道農業公社が実施する装置整備等に対する負担事業で、期間は令和９年度から令

和１１年度、限度額を１億３,８７３万４,０００円とするものです。

第３表、繰越明許費です。

１０款、教育費、２項、小学校費、義務教育学校整備事業９,３２０万円は、別海中央地

区義務教育学校建設に係る基本設計業務委託の工期が翌年度にわたる見込みによるもので

す。

８ページにお進みください。

第４表、地方債です。

１件ごとの説明は省略させていただき、表の１番上、１件目の振興奨励防犯灯維持管理

等助成事業から、９ページにわたりまして、９ページの下から２段目、Ｊアラート受信機

更新事業までの２３事業の限度額の合計は１３億７,０９０万円となります。

なお、全てにおいて起債の方法は、普通貸借又は証券発行、利率は４％以内、ただし、

利率見直し方式で借入れし、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率と

し、償還の方法は、公的資金については、その融資条件により、その他の場合にはその債

権者と協定する。

ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低

利に借換えをすることができるとするものです。

次に、１１ページからの歳入歳出予算事項別明細書の説明のほうは省略させていただ

き、給与費明細書について説明をいたします。

ページが大きく飛びますけれども、２８１ページまでお進みください。

２８１ページ、給与費明細書になります。

１の特別職ですが、左、表の下段、前年度当初との比較の欄で説明いたします。

長等は、給与費の期末手当で１２万３,０００円の増。

共済費で４万３,０００円の減。

合計で８万円の増となります。

次の段、議員は、給与費の報酬で１４万４,０００円の減。

期末手当で１５万２,０００円の増。

共済費で８８万７,０００円の減。

合計で８７万９,０００円の減となります。

次の段、その他の特別職は、職員数が１５７人の減。

給与費の報酬で７４３万２,０００円の減。

合計も同じく７４３万２,０００円の減となります。

比較の欄の計では、職員数が１５７人の減、給与費の報酬で、７５７万６,０００円の

減。

期末手当で２７万５,０００円の増。
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共済費で９３万円の減。

全体の合計で８２３万１,０００円の減となります。

２８２ページにお進みください。

２の一般職です。

（１）の総括でこちらも比較の欄で申し上げます。

上の表の下段になります。

職員数は２人の減。

上段の括弧書きは、１週間当たりの勤務時間が常勤職員より短い職員の人数、外数にな

りますけれども、６人の減。

給与費の報酬で３,３５７万７,０００円の増。

給料で７,５１７万５,０００円の増。

職員手当で４,１２３万７,０００円の増。

共済費で１億１１１万８,０００円の増。

合計で２億５,１１０万７,０００円の増となるものです。

次の表、職員手当の内訳、そして、２８３ページ、アの会計年度任用職員以外の職員、

２８４ページ、イの会計年度任用職員、続く２８５ページ、（２）給料及び職員手当の増

減額の明細及び２８６ページから２８９ページまでの（３）給料及び職員手当の状況につ

きましては、説明のほうを省略させていただきます。

２９０ページをお開きください。

２９０ページからは、債務負担行為に関する調書です。

こちらも１件ごとの説明は省略させていただきますが、１件目の別海町酪農工場機器整

備２００ｍｌ牛乳充填機から、２９９ページまでお進みいただき２９９ページ、最後の公

の施設に係る指定管理者に対する委託料、西春別デイサービスセンターまでの全部で６１

件、これらの債務負担行為の限度額の合計は、５３億７,７１６万５,０００円。

前年度、令和７年度末までの支出見込額の合計は、８億３,０３６万４,０００円。

当該年度、令和８年度ですけれども、令和８年度以降の支出予定額合計は１６億１９８

万９,０００円。

この欄の上段の括弧内、４億４,３１３万７,０００円は、令和８年度での支出予定額に

なります。

なお表の右側には、令和８年度以降の支出予定額に係る財源内訳のほうを記載しており

ます。

最後になりますが、３００ページにお進みください。

３００ページは、地方債に関する調書です。

こちらも区分ごとの説明は省略させていただき、区分の１、公共事業等債から、１番

下、区分１５、道貸付金までの合計欄で申し上げます。

令和６年度末現在高は、１６０億２,５１４万５,０００円。

その右側、令和７年度末、現在高見込額は１５４億３,０７０万９,０００円。

次に令和８年度中、起債の見込額は１３億７,０９０万円。

そして、令和８年度中、元金償還見込額は１８億１,１１８万４,０００円。

そして令和８年度末現在高見込額は１５０億４２万５,０００円となります。

以上で議案第４号令和８年度別海町一般会計予算の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第５号令和８年度別海町国民健康保険特別会計予算の
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説明を求めます。

○保健生活部長（小川信明君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 保健生活部長。

○保健生活部長（小川信明君） 議案第５号令和８年度別海町国民健康保険特別会計予算

の内容について説明いたします。

別冊の令和８年度別海町国民健康保険特別会計予算書の１ページを御覧ください。

令和８年度別海町国民健康保険特別会計予算。

令和８年度別海町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６億５,８００万円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

２ページを御覧ください。

第１表、歳入歳出予算です。

款の金額で説明いたします。

初めに歳入です。

１款、国民健康保険税、１項で１０億７０１万６,０００円。

２款、道支出金、１項で１５億２,９２４万４,０００円。

３款、財産収入、１項で１９万８,０００円。

４款、繰入金、１項で１億２,１０２万８,０００円。

５款、繰越金、１項で１万円。

６款、諸収入、１項と２項で５０万４,０００円。

歳入合計で２６億５,８００万円とするものです。

３ページを御覧ください。

続いて歳出です。

１款、総務費、１項から４項で１,９７５万円。

２款、保険給付費、１項で１４億８,５００万円。

３款、国民健康保険事業費納付金、１項で１０億５,４１８万１,０００円。

４款、保健事業費、１項と２項で２,１３４万７,０００円。

５款、基金積立金、１項で６,７７３万４,０００円。

６款、諸支出金、１項で４９８万８,０００円。

７款、予備費、１項で５００万円。

歳出合計で２６億５,８００万円とするものです。

次の５ページから２０ページまでの歳入歳出予算事項別明細書の説明は省略させていた

だきます。

２１ページを御覧ください。

給与費明細書です。

１の特別職で、別海町国民健康保険運営協議会委員に係る報酬になります。

区分、本年度、その他特別職で、職員数は５名、給与費の報酬は１９万５,０００円。

表の１番下、比較の欄、その他特別職で、前年度と比較し、職員数が２名の減、給与費

の報酬計及び合計で、それぞれ１２万４,０００円の減となります。

以上で議案第５号の内容説明を終わります。
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○議長（西原 浩君） 次に、議案第６号令和８年度別海町介護サービス事業特別会計予

算の説明を求めます。

○福祉部長（宮本栄一君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 福祉部長。

○福祉部長（宮本栄一君） 議案第６号令和８年度別海町介護サービス事業特別会計予算

の内容について説明いたします。

別冊の別海町介護サービス事業特別会計予算書の１ページをお開きください。

令和８年度別海町介護サービス事業特別会計予算。

令和８年度別海町介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億６,６３０万円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

２ページにお進みください。

第１表、歳入歳出予算です。

款の金額で説明いたします。

最初に歳入です。

１款、介護サービス費、１項で１億３,６５１万２,０００円。

２款、使用料及び手数料、１項と２項で４,０５２万４,０００円。

３款、繰入金、１項で３億８,９０４万４,０００円。

４款、繰越金、１項で１万円。

５款、諸収入、１項で２１万円。

歳入合計で、５億６,６３０万円とするものです。

次に、３ページにお進みください。

歳出です。

１款、介護サービス事業費、１項で１億７,０２４万５,０００円。

２款、公債費、１項で５,４１０万５,０００円。

３款、給与費、１項で３億３,８９５万円。

４款、予備費、１項で３００万円。

歳出合計で５億６,６３０万円とするものです。

５ページから２０ページまでの歳入歳出予算事項別明細書の説明は省略させていただき

ます。

２１ページをお開きください。

給与費明細書です。

１の一般職（１）総括です。

下段の比較の欄で説明いたします。

職員数は、１週間当たりの勤務時間が常勤職員より短い職員で１名の減、給与費では、

報酬で１５０万円の増、給料で７７０万円の増、職員手当で６９６万１,０００円の増、給

与費計で１,６１６万１,０００円の増。

共済費は１,０６１万６,０００円の増。

合計で２,６７７万７,０００円の増となるものです。

下の表、職員手当の内訳、２２ページのア、会計年度任用職員以外の職員、２３ページ
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のイ、会計年度任用職員、２４ページの（２）給料及び職員手当の増減額の明細、２５

ページから２８ページまでの（３）給料及び職員手当の状況については、説明を省略させ

ていただきます。

２９ページをお開きください。

地方債に関する調書です。

介護サービス事業債で、令和６年度末現在高は１億６,３３４万５,０００円。

令和７年度末現在高見込額は、１億１,１９３万９,０００円。

令和８年度中増減見込みで、令和８年度中起債見込額はありません。

令和８年度中元金償還見込額は５,２４３万８,０００円を予定し、令和８年度末現在高

見込額が５,９５０万１,０００円となるものです。

以上で議案第６号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第７号令和８年度別海町介護保険特別会計予算の説明

を求めます。

○福祉部長（宮本栄一君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 福祉部長。

○福祉部長（宮本栄一君） 議案第７号令和８年度別海町介護保険特別会計予算の内容に

ついて説明いたします。

別冊の令和８年度別海町介護保険特別会計予算の１ページをお開きください。

令和８年度別海町介護保険特別会計予算。

令和８年度別海町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３億９７０万円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

２ページにお進みください。

第１表、歳入歳出予算です。

款の金額で説明いたします。

最初に歳入です。

１款、保険料、１項で２億７,１７３万４,０００円。

２款、分担金及び負担金、１項で２７７万２,０００円。

３款、国庫支出金、１項と２項で２億６,０１８万９,０００円。

４款、支払基金交付金、１項で３億４,４０１万７,０００円。

５款、道支出金、１項と２項で１億８,９０３万２,０００円。

６款、財産収入、１項で２０万１,０００円。

７款、繰入金、１項と２項で２億４,１６０万３,０００円。

８款、繰越金、１項で１万円。

９款、諸収入、１項と２項で１４万２,０００円。

歳入合計で１３億９７０万円とするものです。

次に、３ページにお進みください。

歳出です。

１款、総務費、１項から３項で１,６２６万８,０００円。

２款、保険給付費、１項で１２億２,４２３万円。
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３款、地域支援事業費、１項から３項で６,５６０万１,０００円。

４款、基金積立金、１項で２０万１,０００円。

５款、諸支出金、１項で４０万円。

６款、予備費、１項で３００万円。

歳出合計で１３億９７０万円とするものです。

５ページから２２ページまでの歳入歳出予算事項別明細書の説明は省略させていただき

ます。

２３ページをお開きください。

給与費明細書です。

１の特別職で、こちらは介護認定審査会委員と高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計

画策定委員会委員に係る報酬となります。

本年度、その他の特別職の職員は１４名で、給与費の報酬は９２万４,０００円とするも

のです。

以上で議案第７号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第８号令和８年度別海町後期高齢者医療特別会計予算

の説明を求めます。

○保健生活部長（小川信明君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 保健生活部長。

○保健生活部長（小川信明君） 議案第８号令和８年度別海町後期高齢者医療特別会計の

内容について説明します。

別冊の令和８年度別海町後期高齢者医療特別会計予算書の１ページを御覧ください。

令和８年度別海町後期高齢者医療特別会計予算。

令和８年度別海町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億２,４６０万円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予

算」による。

２ページを御覧ください。

第１表、歳入歳出予算です。

款の金額で説明いたします。

初めに歳入です。

１款、後期高齢者医療保険料、１項で２億４,３６６万４,０００円。

２款、繰入金、１項で８,０７１万５,０００円。

３款、繰越金、１項で１,０００円。

４款、諸収入、１項と２項で２２万円。

歳入合計で３億２,４６０万円とするものです。

続いて下段、歳出です。

１款、総務費、１項と２項で２０９万６,０００円。

２款、後期高齢者医療広域連合納付金、１項で３億１,９２９万４,０００円。

３款、諸支出金、１項で、２１万円。

４款、予備費、１項で３００万円。

歳出合計で３億２,４６０万円とするものです。
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３ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書の説明は省略させていただきます。

以上で議案第８号の概要説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第９号令和８年度町立別海病院事業会計予算の説明を

求めます。

○病院事務長（三戸俊人君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 病院事務長。

○病院事務長（三戸俊人君） 議案第９号の内容説明をいたします。

別冊の令和８年度町立別海病院事業会計予算書、１ページを御覧ください。

令和８年度町立別海病院事業会計予算。

第１条、総則。

令和８年度町立別海病院事業会計予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。

業務の予定量は、次のとおりとする。

１項、病床数８４床、１号、一般病床８３床、２号、未熟児室１床。

２項、年間患者数８万８,４４７人、１号、入院１万９,３４５人、２号、外来６万９,１

０２人。

３項、１日平均患者数３４１人、１号、入院５３人、２号、外来２８８人。

４項、主要な建設改良事業、医療機械器具整備事業、事業費５,７９９万２,０００円。

院内総合情報システム整備事業、事業費３億５,４３１万４,０００円。

第３条、収益的収入及び支出。

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入。

１款、病院事業収益、１項から３項で２２億８,６５９万１,０００円。

支出。

１款、病院事業費用、１項から４項で２５億１,１１８万５,０００円。

２ページを御覧ください。

第４条、資本的収入及び支出。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６,７２０万円は、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額３,７８８万８,０００円、過年度分損益勘定留保資金２,９３１

万２,０００円で補填するものとする。

収入。

１款、資本的収入、１項と２項で４億７,１８２万９,０００円。

支出。

１款、資本的支出、１項と２項で、５億３,９０２万９,０００円。

第５条、一時借入金。

一時借入金の限度額は２億円と定める。

第６条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、または

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

１号、職員給与費１１億３,２０８万６,０００円。

２号、交際費１００万円。
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続いて３ページです。

第７条、他会計からの補助金。

次に掲げる事由により、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定

める。

１号、医師及び看護師等の研究研修に要する経費２５５万１,０００円。

２号、病院事業職員の基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費２,９６９万６,００

０円。

３号、病院事業職員の追加費用負担金に要する経費６０５万２,０００円。

４号、児童手当に要する経費７９９万円。

５号、院内保育所に要する経費８１２万９,０００円。

６号、医師の派遣を受けることに要する経費６,８７０万７,０００円。

第８条、棚卸資産の購入限度額。

棚卸資産の購入限度額は、２億８,４６４万円と定める。

第９条、重要な資産の取得。

重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種類、機械備品、名称、院内総合情報システム等、数量、一式。

第１０条、予定支出の各項の経費の金額の流用。

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

決算により、消費税及び地方消費税予算に不足が生じた場合、その充当のため、項間の

流用ができるものとする。

５ページからの予算実施計画及び８ページからの予算実施計画説明書は省略させていた

だき、１５ページを御覧ください。

令和８年度町立別海病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）です。

この計算書は、実際の収入から支出を差し引いて、手元に残る現金預金の流れをあらわ

したものです。

説明は、各区分ごとの差引き合計額で申し上げます。

１、業務活動によるキャッシュ・フロー。

差引き合計で１,５３７万６,０００円のマイナスです。

２、投資活動によるキャッシュ・フロー。

差引き合計で３億４,７３１万８,０００円のマイナスです。

３、財務活動によるキャッシュ・フロー。

差引き合計で３億１,８００万６,０００円です。

区分合計での資金増減額は、右下、下から３段目で、４,４６８万８,０００円マイナス

となります。

資金期末残高予定額は、右下最下段で、１億６５７万４,０００円となる予定です。

この金額が令和９年３月末の現金預金残高となる予定です。

続きまして、１６ページを御覧ください。

給与費明細書です。

１総括。

下段の比較の合計で申し上げます。

職員数、一般職は４名の増、括弧内は、１週間当たりの勤務時間が常勤職員より短い職

員の人数で１名の減です。
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給与費、給料４,４３３万３,０００円の増、報酬４,９９６万４,０００円の減、手当４,

０７３万７,０００円の増、給与費の計で３,５１０万６,０００円の増。

法定福利費５,４１６万円の増。

合計で８,９２６万６,０００円の増額となり、本年度合計で１１億３,２０８万６,００

０円となる予定です。

以下、２２ページまでの手当の内訳、２給料及び手当の増減額の明細、３給料及び手当

の状況は、説明を省略させていただきます。

２３ページを御覧ください。

債務負担行為に関する調書です。

事項は電子カルテシステムの更新で、限度額は３億１,８４７万円です。

支払い義務発生予定額は、令和８年度３億１,８４７万円です。

財源の内訳は、出資金３億１,８４０万円、損益勘定留保資金７万円です。

以下、２７ページまでの町立別海病院事業予定損益計算書、町立別海病院事業予定貸借

対照表、注記表につきましては、説明を省略いたします。

以上で議案第９号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第１０号令和８年度別海町水道事業会計予算、議案第

１１号令和８年度別海町下水道等事業会計予算の２件について順次説明を求めます。

○建設水道部長（外石昭博君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 建設水道部長。

○建設水道部長（外石昭博君） 議案第１０号及び第１１号を一括して説明いたします。

初めに、議案第１０号の内容説明をいたします。

別冊の令和８年度別海町水道事業会計予算書の１ページをお開きください。

議案第１０号令和８年度別海町水道事業会計予算。

第１条、総則。

令和８年度別海町水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。

業務の予定量を次のとおりとする。

１号、給水件数７,３８２件、２号、年間総給水量５２４万７８８立方メートル、３号、

１日平均給水量１万４,３５８立方メートル。

第３条、収益的収入及び支出。

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入です。

１款、水道事業収益、１項と２項で１１億１,５８１万４,０００円。

支出です。

１款、水道事業費用、１項から３項で９億７,３３６万９,０００円。

２ページをお開きください。

第４条、資本的収入及び支出。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額５億４,０１６万５,０００円は、減債

積立金２億４,１６９万１,０００円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４,

１７９万８,０００円、過年度分損益勘定留保資金２億５,６６７万６,０００円で補填する

ものとする。
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収入です。

１款、資本的収入、１項から４項で３億７,８３８万円。

支出です。

１款、資本的支出、１項から３項で９億１,８５４万５,０００円。

第５条、企業債。

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。

起債の目的、１件目、国営環境保全型かんがい排水事業、限度額は２億５,０００万円。

２件目、農業水路等長寿命化事業、限度額は９８０万円。

３件目、道営農村集落基盤再編整備事業、限度額は５,８６０万円。

４件目、給水車等導入事業、限度額は３,２２０万円。

いずれも起債の方法は証書借入利率は４.０％以内、ただし、利率見直し方式で借り入れ

し、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法は、借入先の

融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えする

ことができるとするものです。

３ページにお進みください。

第６条、一時借入金。

一時借入金の限度額は、５,０００万円と定める。

第７条、予定支出の各項の経費の金額の流用。

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

１号、決算により消費税及び地方消費税予算に不足が生じた場合、その充当のため項間

の流用ができるものとする。

第８条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそ

れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

１号、職員給与費、６,４７１万５,０００円。

２号、交際費、５万円。

第９条、たな卸資産購入限度額。

たな卸資産の購入限度額は、３,０４０万８,０００円と定める。

５ページからの予算実施計画及び７ページからの予算実施計画説明書の説明は省略いた

します。

１６ページをお開きください。

令和８年度別海町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）です。

この計算書は実際の収入から支出を差し引いて、手元に残る現金預金の流れをあらわし

たものです。

説明は区分ごとの差引き合計額で申し上げます。

１、業務活動によるキャッシュ・フロー。

差引き合計で３億３,８８５万７,０００円のプラスです。

２、投資活動によるキャッシュ・フロー。

差引き合計で５億８,８７０万９,０００円のマイナスです。

３、財務活動によるキャッシュ・フロー。

差引き合計で１億８９０万９,０００円のプラスです。

区分合計での資金増減額は、下から３段目で、１億４,０９４万３,０００円のマイナス
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となり、最下段の資金期末残高で２８億３,３６１万１,０００円となる予定です。

１７ページにお進みください。

給与費明細書です。

１総括で、上の表の下段、比較の合計欄で申し上げます。

職員数の増減はありません。

給与費、給料４７万７,０００円の減。

手当８１万６,０００円の増。

給与費計で３３万９,０００円の増。

法定福利費１２０万５,０００円の増。

合計１５４万４,０００円の増となり、本年度合計で６,４７１万５,０００円となる予定

です。

以下、２１ページまでの手当の内訳、２の給料及び手当の増減額の明細、３の給料及び

手当の状況、２５ページまでの予定損益計算書、予定貸借対照表及び注記表につきまして

は説明を省略いたします。

以上で議案第１０号の内容説明を終わります。

続きまして、議案第１１号の内容説明をいたします。

別冊の令和８年度別海町下水道等事業会計予算書の１ページをお開きください。

議案第１１号令和８年度別海町下水道等事業会計予算。

第１条、総則。

令和８年度別海町下水道等事業会計予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。

業務の予定量を次のとおりとする。

１号、年間総処理水量９８万２,５７３立方メートル。

２号、１日平均処理水量２,６９２立方メートル。

３号、主な建設改良事業、特定環境保全公共下水道事業２億４,０００万５,０００円、

農業集落排水事業２００万円、漁業集落排水事業１億６,５１３万４,０００円。

第３条、収益的収入及び支出。

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入です。

１款、下水道事業収益、１項と２項で８億２,６７８万５,０００円。

支出です。

１款、下水道事業費用、１項から３項で７億４,２７７万７,０００円。

２ページをお開きください。

第４条、資本的収入及び支出。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億４,７８６万１,０００円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２２万４,０００円、過年度分損益勘定留保資

金５,０９５万５,０００円、当年度分損益勘定留保資金７,４３０万４,０００円、当年度

未処分利益剰余金２,２３７万８,０００円で補填するものとする。

収入です。

１款、資本的収入、１項から３項で４億５９９万３,０００円。

支出です。
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１款、資本的支出、１項から４項で５億５,３８５万４,０００円。

第５条、企業債。

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。

起債の目的、１件目、特定環境保全公共下水道事業、限度額は１億４,０５０万円。

２件目、農業集落排水事業、限度額は２００万円。

３件目、漁業集落排水事業、限度額は９,０００万円。

いずれも起債の方法は証書借入、利率は４.０％以内、ただし、利率見直し方式で借り入

れし、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法は、公的資

金については、その融資条件により、その他の場合は、債権者と協定する。ただし、企業

財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができるとするものです。

３ページにお進みください。

第６条、一時借入金、一時借入金の限度額は２億円と定める。

第７条、予定支出の各項の経費の金額の流用。

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

１号、営業費用と営業外費用の相互間。

第８条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそ

れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

１号、職員給与費５,３２１万７,０００円。

第９条、他会計からの補助金。

下水道等事業運営のため、一般会計からこの会計補助を受ける金額は３億５,０００万円

である。

５ページからの予算実施計画及び７ページからの予算実施計画説明書の説明は省略いた

します。

１３ページをお開きください。

令和８年度別海町下水道等事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）です。

この計算書は実際の収入から支出を差し引いて、手元に残る現金預金の流れをあらわし

たものです。

説明は区分ごとの差引き合計額で申し上げます。

１、業務活動によるキャッシュ・フロー。

差引き合計で１億２,２２３万３,０００円のプラス。

２、投資活動によるキャッシュ・フロー。

差引き合計で２億５,７６８万４,０００円のマイナス。

３、財務活動によるキャッシュ・フロー。

差引き合計で１億３,３７９万３,０００円のプラスです。

区分合計での資金増減額は、下から３段目で１６５万８,０００円のマイナスとなり、最

下段の資金期末残高で１億６,１４１万４,０００円となる予定です。

１４ページをお開きください。

給与費明細書です。

１総括で、上の表の下段、比較の合計欄で申し上げます。

職員数２名の増、給与費、給料８８９万８,０００円の増、手当５２０万８,０００円の

増、給与費計で１,４１０万６,０００円の増。



- 21 -

法定福利費、３４５万円の増、合計１,７５５万６,０００円の増となり、本年度合計で

５,３２１万７,０００円となる予定です。

以下、１７ページまでの手当の内訳、２の給料及び手当の増減額の明細、３の給料及び

手当の状況、２２ページまでの予定損益計算書、予定貸借対照表及び注記表につきまして

は説明を省略いたします。

以上で議案第１１号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 以上で、議案第４号から議案第１１号までの令和８年度別海町各

会計予算の８件について、内容説明が終わりました。

お諮りします。

ただいま上程中の令和８年度別海町各会計予算の８件については、予算決算審査特別委

員会に付託の上、審査することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４号から議案第１１号までの８件については、予算決算審査特別委

員会に付託の上、審査することに決定いたしました。

お諮りします。

ただいま、全員で構成する予算決算審査特別委員会に付託されましたので、本会議での

質疑は省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、本会議での質疑は省略することに決定いたしました。

ここで１０分間休憩いたします。

午前１１時００分 休憩

──────────────

午前１１時０７分 再開

○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第１２ 議案第２０号

○議長（西原 浩君） 日程第１２ 議案第２０号別海町特定乳児等通園支援事業の運営

に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○福祉部長（宮本栄一君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 福祉部長。

○福祉部長（宮本栄一君） 議案第２０号別海町特定乳児等通園支援事業の運営に関する

基準を定める条例の制定についての内容説明をいたします。

議案書は１７ページから２９ページとなりますが、議案本文の朗読は省略し、別冊の議

案資料で説明いたします。

議案資料の１ページをお開き願います。

本条例の概要を申し上げます。

初めに、１、条例の趣旨及び経緯についてです。
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国の子供未来戦略方針において、全ての子育て家庭を対象とした支援の拡充として、生

後６か月から満３歳未満で、保育所等に通っていない子供を対象に、保護者の就労要件を

問わず、時間単位で柔軟に利用ができる「こども誰でも通園制度」が創設されました。

令和６年度に本町を含む全国１１８の自治体で試行的事業として実施が開始され、令和

７年４月１日に、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づく、「地域子ども・子育て

支援事業の乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」として制度化されました。

令和８年４月１日からは、この通園に対する給付として、子ども・子育て支援法に基づ

く乳児等のための支援給付が創設され、全国の自治体において実施されることとなり、本

給付制度の対象となる事業者は、市町村が条例に定めた基準に従い、乳児等通園支援を提

供しなければならないことから、令和８年度からの制度開始に向け、本町の基準を条例で

定めるものです。

次に、２、条例で定める基準については、内閣府令で定める基準に従い、または参酌し

て定めることとされています。

本町の条例は、国基準と異なる内容を定める特段の事情がないことから、国基準のとお

りとします。

議案資料の２ページを御覧ください。

３、条例の概要は、特定乳児等通園支援事業者の一般原則、利用定員の基準、子供及び

保護者の心身の状況並びに養育環境を把握するための面談などについて規定するもので

す。

それでは、議案本文の内容について囲み枠内の解説に基づいて御説明いたします。

議案資料の３ページをお開き願います。

第１章、総則です。

第１条、趣旨。

本条は、子ども・子育て支援法第５４条の３において準用する法第４６条の第２項に基

づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めています。

第２条、一般原則は、４ページにわたりますが、本条は、良質な支援の提供義務、子供

の人格尊重、連携体制の構築、人権擁護、虐待防止等、特定乳児等通園支援事業者が事業

を実施する際の基本的な理念と運営上の一般原則を定めています。

第２章、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準。

第１節、利用定員に関する基準、第３条です。

以下、本条例の説明におきましては、特定乳児等通園支援事業者を事業者、特定乳児等

通園支援事業所を、事業所として、一部省略して説明させていただきます。

本条は、事業者が設定すべき利用定員について定めています。

第２節、運営に関する基準。

第４条、面談は、５ページまでにわたりますが、本条は、事業者が、子供と保護者の心

身の状況並びに養育環境を把握するための利用開始前に行う面談について定めています。

第５条、正当な理由のない提供拒否の禁止。

本条は、利用者からの申込みについて、正当な理由がなく、拒むことができないことを

定めています。

第６条、あっせん及び要請に対する協力。

本条は、事業者に対して、市町村が行う利用あっせん及び要請への協力について定めて

います。
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第７条、乳児等支援支給認定書に記載された事項の確認は６ページまでにわたります

が、本条は、事業者が初めて特定乳児等通園支援を提供する際の乳児等支援支給認定証の

記載事項の確認について定めています。

第８条、乳児等支援給付の申請に係る援助。

本条は、事業者は、保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付の認定申請が行わ

れるよう、必要な援助を行うことを定めています。

第９条、心身の状況等の把握。

本条は、事業者が支援の提供に当たって、子供と保護者の心身の状況や、養育環境、利

用状況等の把握を行うことを定めています。

第１０条、特定教育保育施設等との連携は、７ページまでにわたりますが、本条は、事

業者が特定教育保育施設等との円滑な接続に向けた連携について定めています。

第１１条、特定乳児等通園支援の提供の記録。

本条は、事業者が支援の提供に当たって提供内容等の必要な事項を記録することについ

て定めています。

第１２条、特定乳児等通園支援に関する費用の額の受領は、８ページまでにわたります

が、本条は、事業者が保護者から支援を受けることができる基本的な費用負担・資質向上

のための上乗せ費用、実費として徴収できる費用等の負担の仕組みについて定めていま

す。

第１３条、乳児等支援給付費の額に係る通知等。

本条は、事業者が保護者に対して行う乳児等支援給付に関する額の通知及び証明書の交

付について定めています。

第１４条、特定乳児等通園支援の取扱方針は、９ページまでにわたりますが、本条は、

事業者は、子供及び保護者の状況に応じた適切な支援提供を行うよう定めています。

第１５条、特定乳児と通園支援に関する評価等。

本条は、事業者が自ら提供する支援について、評価の実施と公表、改善を行うよう定め

ています。

第１６条、相談及び援助。

本条は、事業者が子供と保護者の状況等の把握を行い、相談・助言を行うよう定めてい

ます。

第１７条、緊急時等の対応は、１０ページまでにわたりますが、本条は、事業所の職員

が子供の体調に急変が生じた場合の必要な措置について定めています。

第１８条、乳児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知。

本条は、事業者は、保護者の不正受給等が判明した場合において、市町村に通知するこ

とを定めています。

１９条、運営規程は１１ページにわたりますが、本条は、事業者が事業の運営に関する

重要事項を定めた運営規程の内容について定めています。

第２０条、勤務体制の確保等。

本条は事業者が適切な支援を提供することができるよう、職員の勤務体制及び職員の資

質の向上にについて定めています。

第２１条、利用定員の遵守。

本条は、事業者が、１時間当たりの利用定員を超えて、特定乳児等通園支援の提供を行

わないよう定めています。
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第２２条、掲示等は１２ページまでにわたりますが、本条は、事業者は、運営規程の概

要等の重要事項の掲示及びインターネット等による公表を行わなければならないことを定

めています。

第２３条、乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則。

本条は、事業所において、子供の国籍、信条、社会的身分や支援に関する費用の支払い

状況等によって差別的取扱いをしてはならないことを定めています。

第２４条、虐待等の禁止。

本条は、事業所の職員は、子供に対し、児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる

虐待等の禁止について定めています。

第２５条、秘密保持等は１３ページまでにわたりますが、本条は、事業所の職員及び管

理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た子供またはその家族の秘密を漏らしては

ならないこと及び事業者が他の事業者等に子供に関する情報を提供する際には、保護者か

らの同意を得る必要があることを定めています。

第２６条、情報の提供等。

本条は、事業者における支援の内容に関する情報提供等と虚偽広告の禁止について定め

ています。

第２７条、利益供与等の禁止は１４ページまでにわたりますが、本条は、事業者とその

他地域子ども・子育て支援事業等を行う者もしくは事業者またはその職員との間で、利用

者紹介の対償として、金品等の利用供与及び収受の禁止について定めています。

第２８条、苦情解決は１５ページまでにわたりますが、本条は、事業者における子供ま

た家族等からの苦情を受けるための窓口の設置及び苦情内容の記録等について定めていま

す。

第２９条、地域との連携等。

本条は、事業者は、地域住民等との連携及び交流に努めなければならないことを定めて

います。

第３０条、事故発生の防止及び発生時の対応は、１６ページまでにわたりますが、本条

は、事業者が、事故の発生またはその再発を防止するための措置等の基準を定めていま

す。

第３１条、会計の区分。

本条は、事業者が特定乳児等通園支援事業の会計を、その他の事業の会計と区分しなけ

ればならないことを定めています。

第３２条、記録の整備等。

本条は、事業者が事業所の職員、設備及び会計に関する諸記録等に関する基準を定めて

います。

第３章、雑則です。

第３３条、電磁的記録等は１９ページまでにわたりますが、本条は、事業者は、記録作

成、その他、これらに類するもののうち、書面等で行うこととされているものについて、

書面等にかえて、電磁的記録により行うことができることを定めています。

附則となりますが、この条例の施行日が令和８年４月１日からとなることと規定をして

おります。

以上で議案第２０号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第２０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い
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ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君）

質疑を終わります。

ただいま議題となりました議案第２０号別海町特定乳児等通園支援事業の運営に関する

基準を定める条例の制定についての件は、福祉文教常任委員会に付託いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第１３ 議案第２１号

○議長（西原 浩君） 日程第１３ 議案第２１号別海町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○総務部次長（松田勝広君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総務部次長。

○総務部次長（松田勝広君） 議案第２１号別海町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定について内容を説明いたします。

議案書３０ページを御覧ください。

初めに本条例の改正の要旨について説明いたします。

令和６年６月に、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布され、子供や子

育て世帯を全世代、全経済主体が支える新しい連携の仕組みとして、子ども・子育て支援

金制度が創設されました。

この財源については、令和８年４月１日から、全ての医療保険の保険料と合わせて徴収

し、拠出されることとなっております。

国民健康保険税については、従来の課税区分に子ども・子育て支援納付金が新たに賦課

区分として追加され、本年１月に北海道から標準保険税率の決定通知がありましたので、

今般、別海町国民健康保険税条例において所要の改正を行うものです。

議案書は３０ページから３４ページまでとなりますが、議案本文の朗読は省略し、別冊

の議案資料で説明いたします。

議案資料２０ページを御覧ください。

２０ページから２９ページまでが、条例新旧対照表で、右の欄が改正前、左の欄が改正

後、改正箇所は下線で示しています。

３０ページにお進みください。

改正内容は、条例制定説明資料により説明いたします。

表は、左から順に区分、改正項目、改正条項、改正内容となっております。

なお今般の条例改正に併せて文言等の整理を行っておりますが、こちらにつきましては

説明を省略させていただきますので御承知おき願います。

それでは区分ごとに順次説明いたします。

区分１、課税額、第２条第１項の改正です。

改正内容は、従来の国民健康保険税は基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、そして

介護納付金課税額の３区分での課税となっておりましたが、これに子ども・子育て支援納

付金課税額を新たに追加し、４区分での課税とするものです。

区分２、課税額及び保険税の減額。
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第２条第５項の新設及び第２１条第１項の改正です。

改正内容は、子ども・子育て支援納付金課税額においても、課税限度額を設定するもの

で、課税限度額を３万円とするものです。

区分３、被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額、第９条の４の新

設です。

改正内容は、子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額の率を１００分の０.２９とす

るものです。

区分４、被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額、第９条

の５の新設です。

改正内容は、子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額を９００円とするも

のです。

区分５、１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額、第９条の６の新設です。

改正内容は、国民健康保険においては、１８歳未満被保険者に賦課される均等割額につ

いては全額軽減を行うこととされており、当該軽減に要する費用を１８歳以上被保険者で

賄おうとするもので、１８歳以上の被保険者に均等割額２００円を賦課するものです。

３１ページにお進みください。

区分６、被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額、第９条の

７の新設です。

改正内容は、子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額を、特定世帯以外の世

帯は１,０００円に、特定世帯は５００円に、特定継続世帯は７５０円とするものです。

区分７、保険税の減額、第２１条第１項第１号キから同号ケまでの新設です。

こちらは、子ども・子育て支援納付金課税額においても保険税の７割軽減の額を規定す

る条文です。

まず、第２１条第１項第１号キは被保険者均等割額から減額する額を６３０円とするも

のです。

その下段、同号クは、１８歳以上被保険者均等割額から減額する額を１４０円とするも

のです。

その下段、同号ケは、世帯別平等割額から減額する額を特定世帯以外の世帯は７００円

に、特定世帯は３５０円に、特定継続世帯は５２５円とするものです。

３２ページにお進みください。

区分８、保険税の減額、第２１条第１項第２号キから５号ケまでの新設です。

こちらは、子ども・子育て支援納付金課税額においても、保険税の５割軽減の額を規定

する条文です。

まず、第２１条第１項第２号キは、被保険者均等割額から減額する額を４５０円とする

ものです。

その下段同号クは、１８歳以上被保険者均等割額から減額する額を１００円とするもの

です。

その下段同号ケは、世帯別平等割額から減額する額を特定世帯以外の世帯は５００円

に、特定世帯は２５０円に、特定継続世帯は３７５円とするものです。

区分９、保険税の減額、第２１条第１項第３号キから次ページ上段同号ケまでの新設で

す。
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こちらは子ども・子育て支援納付金課税額においても、保険税の２割軽減の額を規定す

る条文です。

まず、第２１条第１項第３号キは、被保険者均等割額から減額する額を１８０円とする

ものです。

その下段同号クは、１８歳以上被保険者均等割額から減額する額を４０円とするもので

す。

３３ページにお進みください。

上段、第２１条第１項第３号ケは、世帯別平等割額から減額する額を、特定世帯以外の

世帯は２００円に、特定世帯は１００円に、特定継続世帯は１５０円とするものです。

区分１０、保険税の減額、第２１条第２項第３号の新設です。

改正内容は、国民健康保険加入世帯に未就学児がいる場合、子ども・子育て支援納付金

課税額においても、被保険者均等割額を減額する額を規定する条文で、未就学児軽減の額

を、ア、７割軽減の世帯は１３５円に、イ、５割軽減の世帯は２２５円に、ウ、２割軽減

の世帯は３６０円に、エ、アからウ以外の世帯は４５０円とするものです。

区分１１、保険税の減額、第２１条第３項第７号から、同項第９号までの新設です。

改正内容は、国民健康保険加入世帯に出産を予定している被保険者がいる場合、子ど

も・子育て支援納付金課税額においても、所得割額、被保険者均等割額及び１８歳以上被

保険者均等割額を軽減する額を規定する条文です。

まず、第２１条第３項第７号は、所得割額から減額する額を出産被保険者の所得割額の

１２分の１に、当該年度における産前産後期間の月数を乗じた額とするものです。

その下段、同項８号は、被保険者均等割額から減額する額を、出産被保険者の被保険者

均等割額の１２分の１に、当該年度における産前産後期間の月数を乗じた額とするもので

す。

その下段、同項９号は、１８歳以上被保険者均等割額から減額する額を出産被保険者の

１８歳以上被保険者均等割額の１２分の１に、当該年度における産前産後期間の月数を乗

じた額とするものです。

区分１２、保険税の減額、第２１条第４項の新設です。

改正内容は、本制度が少子化対策等に関わるものであることを鑑み、子供がいる世帯の

拠出額が増えないよう、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前の子供、いわゆる

高校生年代までの子供に係る均等割額については、全額軽減する措置を講じるとするもの

です。

最後に２９ページにお戻りください。

中段附則です。

附則第１条、施行期日については、この条例は令和８年４月１日から施行するとするも

のです。

附則第２条、適用区分については、この条例による改正後の別海町国民健康保険税条例

の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものです。

以上で議案第２１号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第２１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。
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○１３番（中村忠士君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） １３番中村議員。

○１３番（中村忠士君） はい、２点ほどお伺いしたいと思います。

１点目はですね、限度額３万円ということで設定されていますけれども、おおよそで結

構ですので、この限度額に達するという段階の所得が、どのぐらいの世帯が、ちょっとな

かなか難しいと思うんですけど、おおよそで結構ですから、３万円に到達する段階の所得

層ですね、どのぐらいの所得の方、世帯かということが１点目と、それから、担当として

は、幾つかのモデルケースを考えておられるのではないかと思うので、考えておられるそ

のモデルケースのですね、例えば子供さん２人、お父さんとお母さんがいるっていうよう

なそういう世帯だと考えて、平均的な所得っていうことで考えたら、どのぐらいの負担に

なるのかというような、そちらのモデルケースで結構ですから、２、３教えていただけれ

ばというふうに思います。

○保健生活部次長（谷村将志君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 保健生活部次長。

○保健生活部次長（谷村将志君） お答えいたします。

まず２番目のほうのちょっとモデルケースのほうから先にお答えさせていただきます。

一応３パターンちょっと御回答させていただくんですが、まずは３０代夫婦の子供１

人、年間所得として大体１６７万円未満のいわゆる低所得世帯と言われている方で、この

子ども・子育ての部分を追加した場合に、５,９６１円ほどの増となります。

続いて二つ目、続いては、４０代の夫、３０代妻、子供１人の未就学児２名ですね、５

人家族ということで、年間所得が１６７万円以上、４３９.５万円未満ですね、この中間層

については、大体１万５,９３１円の増というふうに見込んでます。

また三つ目のパターンとしましては、もうお子さんがいない６０から６４歳までの御夫

婦で年間所得が４３９万５,０００円以上、８６６万５,０００円の幅になりますけれど

も、この幅でお２人の部分でいくと、２万８,６０４円ほどの増というふうに見込んでおり

ます。

１番目の質問にちょっと戻るんですが、そうなると、限度額３万円の大体の所得という

ことになりますと、今申し上げました、３番目の８６６万５,０００円を超えてくるような

年間所得であればですね、大体限度額３万円に近いのかなというふうに考えております。

以上です。

○１３番（中村忠士君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） １３番中村議員。

○１３番（中村忠士君） 所得によって差はあるわけですけども、この最後の三つ目のパ

ターンで言うと、約３万円の負担増ということになるわけですね。

国の措置として、子育ての部分については減額するとか、全額なくするとかっていう措

置をとっていて、一定の配慮をされているというふうには分かるんだけれども、相当の負

担増ということになる。

制度的にそういうふうになるということなんで、これは町のね責任云々ということとは

少し外れてくるというふうに私は思うんですけれども、相当負担が大きくなるということ

に関して、町としての独自の措置については何か考えておられるかお聞きします。

○総務部次長（松田勝広君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総務部次長。
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○総務部次長（松田勝広君） お答えします。

制度がですね、国の制度にのっとっているので町独自のものというのはちょっとなかな

か厳しいものがあると思うんですけど、国民健康保険税のですね相談についてはですね、

税務課で随時相談に乗りますので、その相談内容によってですね、いろいろ分納、分割等

のですね、いろいろ相談には乗っていきたいと考えていきます。

以上です。

○議長（西原 浩君） 中村議員よろしいですか。

○１３番（中村忠士君） はい。

○議長（西原 浩君） そのほか質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） ないようですので、質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１４ 議案第２２号

○議長（西原 浩君） 日程第１４ 議案第２２号証人等の実費弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○人事財産課長（齋藤 陽君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 人事財産課長。

○人事財産課長（齋藤 陽君） 議案第２２号証人等の実費弁償に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、内容説明をいたします。

本条例改正は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、条例中で引用している法

律の条項番号を改める必要が生じたため、所要の改正を行おうとするものです。

議案書では３５ページにおいて、改正文でお示ししておりますが、議案書の朗読は省略

させていただき、議案資料により説明させていただきます。

議案資料の３４ページを御覧願います。

証人等の実費弁償に関する条例新旧対照表です。

右側が改正前、左側が改正後となります。

第１条中段下線部の農業委員会等に関する法律の第２９条第４項を、改正後において

は、第３５条第４項とするもので、内容そのものに変更はございません。

最後に、下段、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するとするもので

す。

以上で議案第２２号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第２２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１５ 議案第２３号

○議長（西原 浩君） 日程第１５ 議案第２３号別海町職員等の旅費に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。
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○経営管理部長（寺尾真太郎君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 経営管理部長。

○経営管理部長（寺尾真太郎君） 議案第２３号の内容説明をいたします。

議案書は３６ページになります。

まず本条例改正の改正趣旨について申し上げます。

令和７年４月から、国家公務員の旅費に関する法律が改正、施行されておりまして、国

家公務員の赴任に係る費用が実費支給へ見直しが行われました。

本町におきましては、赴任に係る転居費用は、現在定額支給としておりますけれども、

近年の転居費用の急激な高騰によりまして、遠隔地からの採用ですとか、派遣、研修、職

員の自己負担が増大しており、職員の負担軽減及び人材確保の観点を踏まえまして、国家

公務員に準じ、実情に即した実費支給へ改正したいとするほか、法律改正に併せ、文言等

の整理を行うものであります。

具体的な改正につきましては、議案書は３６ページから３８ページにおいて改正文でお

示ししておりますが、改正文の読み上げは省略させていただきまして議案資料により説明

いたします。

議案資料の３５ページを御覧ください。

別海町職員等の旅費に関する条例新旧対照表で、右側が改正前、左側が改正後となりま

す。

第２条、用語の定義の改正で、改正前の第５号、若しくは扶養親族を改正後において削

除。

第６号は、改正前の扶養親族を家族とし、改正前、主として職員の収入によって生計を

維持しているものを、改正後において、職員と生計を一にするものに改めるものです。

３６ページにお進みください。

３６ページ中段、第６条、旅費の種類の改正は、改正前の第７条を改正後の第６条に統

合して、普通旅費という文言を旅費に改めます。

また、改正前の下段、第７条は、３７ページにわたりますけれども、第７条で規定して

おりました移転料、着後手当、扶養親族移転料を、改正後の第６条第８号から第１０号に

おいて転居費、着後滞在費、家族移転費という名称にそれぞれ改め、第８号の転居費は、

赴任に伴う転居について実費額により支給する。第９号の着後滞在費は、赴任に伴う転居

に必要な滞在について支給する。第１０号の家族移転費は、赴任に伴う家族の移転につい

て支給すると規定するものです。

３８ページにお進みください。

３８ページ下段、改正前、第１９条から、４０ページにわたりまして第２１条までは、

これまでの移転料、着後手当、扶養親族移転料について個別具体的な取扱い規定を設けて

おりましたけれども、実費支給となることを背景にこれらの規定を廃止いたしまして、３

８ページの下段、改正後の第１８条において転居費、着後滞在費及び家族移転費の額は、

国家公務員等の旅費に関する法律及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令の規定に準

じて町長が定めるとし、各費用の事務的な手続につきましては、規則等に委任する規定に

改正するものです。

４２ページにお進みください。

４２ページは、別表の改正になります。

改正前下段、第２号の移転料の表は、移動距離に応じた定額表を設けておりましたが、
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実費支給への改正とするため改正後において削除するものです。

改正後の別表につきましては、４３ページとなります。

以上が改正趣旨に係る説明となります。

なお、条または項の廃止、追加に伴います条項番号の繰上げまたは繰下げ、その他、改

正趣旨に影響しない文言等の整理も併せて行っておりますけれども、これらの説明につき

ましては省略させていただきます。

４３ページにお進みください。

下段の附則になります。

「この条例は、公布の日から施行する。」とするものです。

以上で議案第２３号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第２３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

ここで１時まで休憩いたします。

午前１１時５０分 休憩

──────────────

午後 ０時５６分 再開

○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

ここで申し上げます。

佐藤 雄議員が、午後の会議を欠席します。

このため、会議録署名議員を議長において新たに追加指名いたします。

１番市川議員を追加指名いたします。

○１番（市川聖母君） はい。

──────────────────────────────────

◎日程第１６ 議案第２４号

○議長（西原 浩君） 日程第１６ 議案第２４号別海町介護保険条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○介護支援課長（高橋勇樹君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 介護支援課長。

○介護支援課長（高橋勇樹君） 議案第２４号別海町介護保険条例の一部を改正する条例

の制定について、内容を説明いたします。

議案書の３９ページをお開きください。

本条例の改正は、令和７年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整

にも対応するとの観点から、給与所得控除については、最低保障額を５５万円から６５万

円に１０万円引き上げる見直しが行われたことにより、介護保険の第１号保険料の標準段

階が変わりうる第１号被保険者については、令和７年度見直し前と同様の判定になるよう、

保険料率の算定に関する特例が設けられることとなることから、令和８年度の保険料率の

算定に関する所得の額の算定方法の特例について、当該特例の対象者を限定する規定を整

備するものです。
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それでは、議案の内容を説明いたしますが、議案本文の朗読は省略し、別冊の議案資料

により説明させていただきます。

議案資料４４ページをお開きください。

別海町介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表です。

右側が改正前、左側が改正後となります。

改正後の欄で説明いたします。

附則第９条、令和８年度における前年度非課税者に係る保険料の減免。

第１項、第１号被保険者またはその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに令和

７年度及び令和８年度の各年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者

で令附則第２５条の規定により令和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されてい

るものとみなされたもの（以下「みなし課税者」という。）がいる場合であって、そのみ

なされたことにより当該第１号被保険者の令和８年度分の保険料に係る保険料段階（第４

条第１項各号に掲げる区分をいう。以下同じ。）が、当該みなし課税者に令附則第２５条

の規定の適用がないものとした場合に決定されるべき当該第１号被保険者の令和８年度分

の保険料に係る保険料段階（次項において「令附則第２５条非適用保険料段階」という。）

よりも保険料率の高い保険料段階に決定されたときは、当該第１号被保険者の令和８年度

分の保険料を減免する。

第２項、前項の規定により減免する保険料の額は、当該第１号被保険者について決定さ

れた令和８年度分の保険料に係る保険料段階の保険料率により算定した保険料の額と令附

則第２５条非適用保険料段階の保険料率により算定した保険料の額との差額に相当する額

とする。

第３号、第１項の規定による保険料の減免については、保険料の納付義務者の申請を要

しない。

なお附則として、「この条例は、令和８年４月１日から施行する。」とするものです。

以上で議案第２４号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第２４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１７ 議案第２５号及び日程第１８ 議案第２６号

○議長（西原 浩君） 日程第１７ 議案第２５号別海町廃棄物の処理及び清掃に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、日程第１８ 議案第２６号別海町証紙条例の

一部を改正する条例の制定についての２件については、別海町議会会議規則第３７条の規

定により、一括議題といたします。

内容について、順次説明を求めます。

○生活環境課長（上田健一君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 生活環境課長。

○生活環境課長（上田健一君） 議案第２５号別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

の一部を改正する条例の制定について及び議案第２６号別海町証紙条例の一部を改正する

条例の２件は、関連がありますので、一括して内容を説明いたします。
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まず、議案第２５号別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、内容を説明いたします。

議案書の４１ページを御覧ください。

本条例の改正の要旨について説明します。

現在のごみ処理手数料は、平成１３年の設定以来、据え置いてまいりましたが、直近５

年間の処理にかかる費用が、設定時の約１.７倍に増加しており、また、近隣市町との金額

差も、２倍以上開いている状況にあります。

将来にわたり安定的な処理体制を維持するため、受益者負担の原則に基づき、今回ごみ

処理手数料の改定を行うものであります。

手数料の見直しに当たりましては、現在のごみ処理手数料を設定した、平成１３年から

５年間の平均受益者負担割合を参考とし、本来であれば、負担割合１５％を基準とすべき

ところではあります。

しかしながら、この基準をそのまま適用しますと、現在の金額から２倍以上への引上げ

となり、町民生活への影響が極めて大きいものとなります。

そのため、今回は、激変緩和措置として、改定幅を現在の手数料の約１.５倍にとどめる

よう設定し、本条例の一部を改正しようとするものです。

また、モバイルバッテリーなどの回収について、国の方針に基づき、併せて改正をする

ものです。

それでは、議案本文の朗読は省略し、議案資料により説明いたします。

議案資料の４６ページを御覧ください。

本条例の新旧対照表となります。

右が改正前、左が改正後、下線部分が改正箇所となります。

改正後の欄で説明します。

第１６条は、排出禁止物を規定しており、第４号は、モバイルバッテリーなどの密閉型

蓄電池について規定しています。

これらは、販売店などにおいて引き取られるものとしていましたが、もえないごみなど

への混入も増えてきており、収集の際に、火災の恐れがあることから、国の方針に基づき、

危険ごみとして適正に収集処理するため、第４号を削除し、第５号及び第６号を繰り上げ

るものです。

別表第１は、ごみ処理手数料に係る種別、区分、金額を定めているものです。

改正後の区分欄に容器の種類を明確にするため、もえるごみ、もえないごみ、かん、び

ん、ペットボトル、プラスチック製容器包装の文言を加えて整理をしています。

次に金額ですが、一般ごみのもえるごみの容器１０リットルを２５円に、容器２０リッ

トルを５０円に、容器４５リットルを１００円に、もえないごみの容器２０リットルを５

０円に、容器４５リットルを１００円に改めます。

次に、資源ごみのかん容器４５リットルを１０円に、びん容器２０リットルを１０円に、

ペットボトル容器４５リットルを１０円に、プラスチック製容器包装容器２０リットルを

１０円に、容器４５リットルを１０円に改め、最後に粗大ごみ、町が指定する容器の使用

が困難なもので、上記以外のとき１個につきを２００円に改めるものです。

４７ページを御覧ください。

下段附則です。

附則第１条、施行期日につきましては、「この条例は、令和８年１０月１日から施行す
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る。」とするものです。

附則第２条、経過措置につきましては、改正前に納付したごみ処理手数料、すなわち旧

料金の指定ごみ袋等につきましては、在庫消費の期間として、３か月間の猶予を設け、令

和８年１２月３１日までの間は、そのまま使用できることとするものです。

以上で議案第２５号の内容説明を終わります。

続きまして、議案第２６号別海町証紙条例の一部を改正する条例の制定について、内容

を説明いたします。

議案書の４３ページを御覧ください。

本条例の改正は、ただいま説明しましたごみ処理手数料の改定に伴い、証紙の種類や様

式等を整理するため、本条例の一部を改正するものです。

議案の朗読は省略し、議案資料により説明いたします。

議案資料の４８ページを御覧ください。

本条例の新旧対照表となります。

右が改正前、左が改正後、下線部分が改正箇所となります。

改正後の欄で説明いたします。

初めに議案第１条関係について説明いたします。

第３条第１項第１号は、証紙の種類を規定しているものですが、ごみ処理手数料の改定

に伴い、改正前の券面額に加え、改正後の新しい券面額に改めるものです。

ごみ処理手数料改定前の券面額を含んでいる理由ですが、切替えを円滑に進めるため、

手数料改定の施行日である１０月１日より前に、町民の皆様が新しい指定ごみ袋等を購入

できるよう、準備期間を設けるためです。

第８条第１項は、証紙の返還等を規定したものです。

手数料改定に伴い廃止される旧証紙につきまして、現金の還付を受けられる対象を明確

にするため、ただし書に、売りさばき人が買受けたという文言を加えます。

これにより在庫を抱える販売店等への還付対応を規定するものであり、一般の方への還

付を行うものではございません。

次に議案資料４９ページを御覧ください。

５１ページまで別海町収入証紙の様式となります。

第３条第１項の券面額の改正に伴い、様式を改めるものです。

次に、議案第２条について説明いたします。

議案資料５２ページを御覧ください。

右が改正前、左が改正後となります。

改正後の欄で説明します。

こちらは、手数料改定が施行された後の規定となります。

第３条第１項第１号の証紙の種類から、改定前の古い手数料の額を削除し、改定後の手

数料に対応するものへと改めるものです。

資料５３ページを御覧ください。

５５ページまで、別海町収入証紙の様式となります。

第３条第１項の券面額の改正に伴い、様式を改めるものです。

最後に５６ページを御覧ください。

附則として、第１条、施行期日についてですが、新しいごみ袋等の販売を開始するため、

第１条の規定は令和８年９月１日から施行します。
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一方、古い手数料額を削除する第２条の規定については、手数料改定本施行に合わせて、

令和８年１０月１日とするものです。

附則第２条、経過措置につきましては、改正前に購入した証紙、すなわち、旧料金の指

定ごみ袋等につきましては、在庫消費の期間として、３か月間の猶予を設け、令和８年１

２月３１日までの間は、そのまま利用できることとするものです。

以上で議案第２６号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第２５号及び議案第２６号の内容説明が終わりましたので、

本件の質疑を行います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１９ 議案第２７号

○議長（西原 浩君） 日程第１９ 議案第２７号別海町中小企業融資条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○商工観光課長（堀込美穂君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 商工観光課長。

○商工観光課長（堀込美穂君） 議案第２７号別海町中小企業融資条例の一部を改正する

条例の制定について、内容を御説明します。

議案書５１ページを御覧ください。

初めに本条例の改正要旨について御説明します。

本条例は、町内の中小企業の育成振興と経営の安定化を図ることを目的として、中小企

業の融資に対する利子補給などを行うための制度として制定しています。

昨年の３月定例会において、当時の景気を鑑み、補助金の１％を上乗せする特例措置期

間を令和８年３月３１日までとして制定しました。

しかし、国際的な情勢不安による物価・燃油価格高騰など、引き続き厳しい経営環境に

ある町内事業者の現状を踏まえ、さらに、特例期間を１年間延長するための改正を行うも

のです。

それでは、議案本文の朗読は省略させていただき、議案資料で御説明します。

議案資料５７ページを御覧ください。

条例の一部を改正する条例の新旧対照表です。

右側が改正前、左側が改正後、下線部分が改正箇所となります。

附則第５項、利子補給の特例について、令和８年３月３１日を令和９年３月３１日に改

めるものです。

なお、附則としまして、「この条例は、令和８年４月１日から施行する。」とするもの

です。

以上で議案第２７号の説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第２７号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）
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○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２０ 議案第２８号

○議長（西原 浩君） 日程第２０ 議案第２８号別海町奨学資金貸付条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○教育部次長（田畑直樹君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 教育部次長。

○教育部次長（田畑直樹君） 議案第２８号別海町奨学資金貸付条例の一部を改正する条

例の制定について内容説明をいたします。

議案書は５２ページ、議案資料は５８ページとなります。

初めに、提案理由を説明させていただきます。

近年、大学等の授業料を初めとする教育に係る経費の引上げや、物価高騰による学生の

生活費が増加傾向にあり、学生及び保護者の経済的負担が深刻化している状況にございま

す。

本条例はこのような状況に対応すべく、経済的理由により、教育の機会を断念すること

のないよう、奨学資金貸付内容の拡充等による教育機会の確保を図るため、条例の一部改

正をしようとするものでございます。

改正本文の朗読は省略させていただきまして、別冊の議案資料により説明いたします。

議案資料の５８ページをお開き願います。

本条例改正案の新旧対照表でございます。

表の右側が改正前、左側が改正後、下線部が改正箇所となります。

まず、５８ページ上段、第２条、資格並びに要件の改正は、奨学資金の貸付けを受ける

者の第１号から第４号までの規定する資格要件の在学する学校の指定を、学校教育法に規

定する大学、大学院、専修学校に在学する者に改め、その者の要件として、申請時におい

て本町に住所を有する者を追加しようとするものでございます。

次に第３条、貸付申請の改正は、申請期限を４月１０日までと定めて申請を受け付けて

おりましたが、家計急変等緊急的対応による利便性を考慮しまして、具体的な申請日を規

則において定めることとし、規則で定める期日までに改めようとするものでございます。

５９ページをお開きください。

第５条、貸付額の改正は、提案理由でも述べましたが、近年の授業料の引上げや物価高

騰の影響により、経済的理由によって進学の道を断たれることのないよう、負担増の一部

を補完するため、貸付額を月額３万円を限度としていたものを、月額１０万円以内に改

め、増額及び本町での就労要件を加味した、新たな修学支援事業との関連性を考慮し、た

だし書に規定する在学校による額の設定を削除しようとするものでございます。

なお現行において５万円の貸付けを履行している奨学生はございません。

第８条、奨学資金の償還の改正については、貸付額の増額改正に伴い、利用者の償還状

況に鑑みて、償還期間を５年から１０年に改めようとするものでございます。

第１１条、償還金の減免、第２項の改正は、本町での就労要件を加味した新たな修学支

援事業との関連性を考慮し、削除しようとするものでございます。

なお現行において減免対応している奨学生はおりません。

附則としまして、第１条、施行期日、「この条例は、令和８年４月１日から施行す
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る。」とし、次のページ、第２条、経過措置として、「この条例による改正後の第２条及

び第５条並びに第８条第１項の規定は、施行日以降に奨学資金の貸付けを受けようとする

者に適用し、現に奨学資金の貸付けを受けている者については、なお従前の例による。」

とするものでございます。

以上で、議案第２８条の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第２８号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２１ 議案第２９号

○議長（西原 浩君） 日程第２１ 議案第２９号別海町過疎地域持続的発展市町村計画

の変更についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○総合政策部次長（小村 茂君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総合政策部次長。

○総合政策部次長（小村 茂君） 議案第２９号別海町過疎地域持続的発展市町村計画の

変更について、内容を御説明いたします。

議案書の５４ページをお開きください。

本町は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、いわゆる過疎法に基づき、

人口減少率や財政力指数などの要件により、令和４年４月から、町全域が過疎地域に指定

されました。

これを受け、過疎法で定める過疎対策事業債など財政上の特別措置を活用することで、

有利な財源確保が可能となり、より地域の発展を図るため、令和４年９月に本計画を策定

し、各種事業を推進しているところであります。

現計画は、令和４年度から令和７年度までの計画であり、今年度いっぱいで終了するこ

とから、令和８年度以降も引き続き過疎対策事業債などの有利な財政支援を活用し、地域

の持続的な発展を図るため、計画期間を令和８年度から令和１２年度までの５か年計画と

見直し、継続実施するため、議会の議決を求めるものでございます。

なお、今回の変更では、あらかじめ北海道と協議を行っており、２月５日付にて、内容

に異議がないものとして、協議が整っておりますので、申し添えます。

それでは、議案本文の朗読は省略させていただき、別冊の議案資料、別海町過疎地域持

続的発展市町村計画の概要版により御説明申し上げます。

議案資料の６１ページをお開きください。

赤字で記載されている部分が今回変更となる部分であり、主な変更部分について御説明

申し上げます。

表題下の計画策定の趣旨でありますが、同法に定める財政上の特別措置などを活用しつ

つ、地域の持続的な発展を図るため、本計画を策定するものとし、加えて、令和８年度以

降も引き続き支援措置を活用できるように、計画の変更を行うものであります。

次の計画期間につきましては、令和８年度から令和１２年度の５か年へと変更しており

ます。
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続きまして、６２ページをお開きください。

上段、基本目標につきましては、今まで別海町まち・ひと・しごと創生総合戦略により

設定されてきた目標人口を、第７次別海町総合計画の中間見直しによって、その本質を、

総合計画に溶け込ませることとし、別海町まち・ひと・しごと創生総合戦略と第７次別海

町総合計画の一本化を図ってきたことから、設定目標人口については、第７次別海町総合

計画を踏まえ、令和１２年度に１万２,７７７人とし、変更しております。

その下、施策事項ごとの主な事業につきましては、６４ページまで、各施策区分ごとに

おける事業計画を記載しております。

白丸についてがハード事業であり、黒丸がソフト事業としております。

また、６５ページ以降は新旧対照表を記載しておりますが、本計画が大冊となることか

ら、ここでの説明は省略させていただきます。

以上、最後になりますが、本計画については、町の持続的発展に向けた施策を町民とと

もに考え、時代に応じた事業の立案を行っていくことが何より重要であるとの認識から、

本計画の変更をもって、引き続き財政上の特別措置の運用を図ってまいりたいと考えてお

ります。

以上で議案第２９号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第２９号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

○８番（田村秀男君） はい。

○議長（西原 浩君） ８番田村議員。

○８番（田村秀男君） 今回変更計画立てましたけどね、今後５年間のうちに、さらにこ

の計画を変更するというようなことが出てくるんでしょうか。

○総合政策部次長（小村 茂君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総合政策部次長。

○総合政策部次長（小村 茂君） お答えいたします。

今後、計画の内容を精査しながら、必要に応じ変更してまいりたいと考えております。

○８番（田村秀男君） はい。

○議長（西原 浩君） ８番田村議員。

○８番（田村秀男君） それじゃ今年変更して、来年、事業のメニューか何かがたくさん

出てきたら、その都度変更していくっていう考え方なんですね。

辺地の整備計画みたくですね、計画に事業費がのっとってる場合にはね、毎年、辺地

は、計画変更してますけれども、過疎の計画の場合、これ見たら、事業費は何も載ってな

いんで、ただ事業メニューだけなのでね、令和４年から７年までのやつは、１回もそんな

ことが起きてないのに、今回は、ただ、来年も起きてくるっちゅうことですか。

○町長（曽根興三君） はい。

○議長（西原 浩君） 町長。

○町長（曽根興三君） 田村議員にお答えします。

過疎計画というのは、これが完全で、最終計画ではありません。

あくまでもこれから５年間の過疎に対する、どういう事業を進めていくかという目標で

ございますので、その目標の中身が変わってきた場合には、変更もありうるということ

で、変更ありきではありません。
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必要に応じてということで、柔軟に考えていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○議長（西原 浩君） よろしいですか。

○８番（田村秀男君） はい。

○議長（西原 浩君） それではそのほか質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） ないようですので、質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２２ 議案第３０号

○議長（西原 浩君） 日程第２２ 議案第３０号工事請負契約の締結について（農業用

施設（放牧施設）設置工事）を議題といたします。

内容について説明を求めます。

○人事財産課長（齋藤 陽君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 人事財産課長。

○人事財産課長（齋藤 陽君） 議案第３０号の内容説明をいたします。

議案書の５５ページを御覧願います。

本案は、工事請負契約の締結に当たり、予定価格が５,０００万円を超えるため、地方自

治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものであります。

最初に議案本文を朗読いたします。

１、契約の目的、農業用施設（放牧施設）設置工事。

２、契約の方法、簡易公募型指名競争入札による契約。

３、契約金額、１億４,３３３万円、内消費税及び地方消費税額１,３０３万円。

４、契約の相手方、野付郡別海町別海常盤町５番地、高玉建設工業株式会社、代表取締

役社長、髙玉哲朗。

次に、本案提出に至るまでの入札等の経過について御説明いたします。

公募期間は、令和７年１２月２３日から令和８年１月１６日までの休日を除く１５日

間。

応募者数は５社で、資格審査の結果、全ての応募者が資格ありと認められました。

入札の執行は２月１７日、角川建設株式会社、高玉建設工業株式会社、寺井建設株式会

社、島影建設株式会社、株式会社別海の５者による指名競争入札を行い、１回目の入札で

落札いたしました。

消費税及び地方消費税を除く最高入札価格は１億３,０６５万円、最低入札価格は１億

３,０３０万円で、最低入札者であります、本案の高玉建設工業株式会社と現在仮契約中で

あります。

なお、工期は、本契約日の翌日から１０月３０日までを予定しております。

工事の内容につきましては、別冊の議案資料で御説明いたします。

議案資料の１１４ページを御覧願います。

工事の場所は、図面中央左側、青色の実線で示す国道２４３号線に隣接する赤色の実線

で表示している箇所内となります。

工事概要ですが、赤色の実線で示す施工箇所内に延べ延長３,４５２メートルの牧柵設置

工事を行うものです。

資料１１５ページに、本工事に係る一般構造図を掲載しておりますが、詳細な内容につ
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いては説明を省略させていただきます。

以上で議案第３０号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第３０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２３ 議案第３１号

○議長（西原 浩君） 日程第２３ 議案第３１号辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の変更についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○経営管理部長（寺尾真太郎君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 経営管理部長。

○経営管理部長（寺尾真太郎君） 議案第３１号の内容説明をいたします。

議案書の５６ページを御覧ください。

本件につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特例措置に関

する法律第３条において、辺地の公共的な施設を整備しようとするときは、あらかじめ都

道府県知事と協議の上、議会の議決を経て、当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に

関する財政上の計画を定め、これを総務大臣に提出しなければならないと規定されてお

り、同条第８項の規定により、総合整備計画を変更する場合についても同様とされている

ことから計画内容の変更について、議会の議決を求めるものであります。

なお、北海道知事との協議につきましては、３月３日、事前に終了していることを申し

添えます。

今回変更するのは、美原、上春別の二つの辺地です。

５７ページにお進みください。

５７ページ、美原辺地総合整備計画です。

美原辺地の総合整備計画は、令和４年度から令和８年度までの５年間で、今回は第２次

の変更です。

変更の内容は、下段、３番の表になります。

交通道路施設において、橋梁長寿命化補修事業費の精査によるもので、変更後における

事業費を２,９４１万４,０００円、財源内訳は、特定財源を１,４５５万２,０００円、一

般財源を１,４８６万２,０００円とし、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を１,４８

０万円とするものです。

５８ページにお進みください。

次に上春別辺地総合整備計画です。

上春別辺地の総合整備計画は令和６年から令和１０年度までの５年間で、今回は第２次

の変更です。

２番の公共的施設の整備を必要とする事情において、へき地集会室の項を設けまして、

必要とする事情をＬＥＤ化改修工事により、児童の学校生活・学習環境を快適な状態に改

善する必要があるとするものです。

次に３番の表になりますが、変更の内容は、２段目の産業農林道施設については、別海
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第１地区農道整備事業外１事業の事業費の精査によるもので、変更後における事業費を８

億５,８７８万円、財源内訳は、特定財源を６億６,５５５万４,０００円、一般財源を１億

９,３２２万６,０００円とし、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額を１億９,３００

万円とするものです。

次に４段目にへき地集会室、小学校校舎等整備事業外１事業を加え、事業費を９,８９９

万９,０００円、財源内訳は、特定財源を５,３５０万円、一般財源を４,５４９万９,００

０円とし、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額を４,５４０万円とするものです。

以上で議案第３１号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第３１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２４ 議案第３２号

○議長（西原 浩君） 日程第２４ 議案第３２号町道路線の認定についてを議題といた

します。

内容について説明を求めます。

○管理課長（入田浩明君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 管理課長。

○管理課長（入田浩明君） 議案第３２号町道の路線認定について御説明いたします。

議案書の５９ページをお開きください。

本案は、事業の実施に伴い、町道の認定が必要となったことから、道路法第８条第２項

の規定により議会の議決を求めるものです。

内容につきましては議案資料により説明いたします。

議案資料の１１６ページをお開きください。

概要表となります。

既に認定している路線は７４９路線、総延長が１,１９３キロ、７６６.３５メートルで

す。

今回の路線認定により、町道の路線は３路線増の７５２路線、総延長が２２０.８０メー

トル増の１,１９３キロ、９８７.１５メートルとなります。

１１７ページからは、今回認定する路線の一覧表、位置図を添付していますが、説明は

省略させていただきます。

以上で議案第３２号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第３２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２５ 同意第１号

○議長（西原 浩君） 日程第２５ 同意第１号根室町村等公平委員会委員の選任につい
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てを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○町長（曽根興三君） はい。

○議長（西原 浩君） 町長。

○町長（曽根興三君） 同意第１号の提案理由の説明を申し上げます。

議案書の６２ページをお開きください。

本件につきましては、根室町村等公平委員会委員の選任について、地方公務員法第９条

の２第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

根室町村等公平委員会につきましては、根室振興局管内の４町が共同で公平委員会を設

置しておりまして、現在、羅臼町の石田順一氏、標津町の大木敏道氏、そして中標津町の

大形幸男氏の３名の方が委員に選任されております。

委員の選任につきましては、関係４町長が協議をし、候補者を定めることとしておりま

す。

このたび、標津町の大木敏道氏が本年３月３１日をもちまして任期満了となります。

つきましては、新たに標津町の本間英敏氏を根室町村等公平委員会委員に選任いたし

たく、議会の同意を求めるものでございます。

本間氏の主な経歴を申し上げますと、昭和５５年３月に道東短期大学を卒業後、昭和５

５年４月に標津町役場に奉職され、教育委員会管理課長、税務課長、商工観光課長、教育

委員会生涯学習課長等を歴任され、令和２年３月に定年退職されております。

定年退職後は、再任用職員として、税務課や保健福祉センター、教育委員会生涯学習課

の参与を務められております。

なお、任期につきましては、令和８年４月１日から令和１２年３月３１日までの４年間

でございます。

本間氏につきましては、人格、識見ともに大変優れた方でありますので、御審議の上、

ぜひ御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（西原 浩君） 同意第１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２６ 報告第４号から日程第２８ 報告第６号まで

○議長（西原 浩君） 日程第２６ 報告第４号専決処分の報告について（西春別北１

号線改良舗装工事）、日程第２７ 報告第５号専決処分の報告について（町道西別地区１

号幹線新生橋外１橋梁補修工事）、日程第２８ 報告第６号専決処分の報告について（町

道本別誘導線交付金工事）の３件については、別海町議会会議規則第３７条の規定により

一括議題といたします。

内容について、順次説明を求めます。

なお、本件は報告のみであります。

○人事財産課長（齋藤 陽君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 人事財産課長。

○人事財産課長（齋藤 陽君） 報告第４号から第６号までの３件につきましては、一括
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して説明させていただきます。

議案の６３ページを御覧願います。

報告第４号から第６号までの専決処分の報告につきましては、いずれも、地方自治法第

１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された、工事請負契約に変更の必

要性が生じ、専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により報告するものです。

各報告につきましては、順次、専決処分書を朗読し、説明させていただきます。

最初に、報告第４号の専決処分書を朗読いたします。

専決処分書。

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和８年１月２６日、別海町長、曽根興三。

工事請負契約の一部変更について。

令和７年６月１７日、議案第５７号により議決を経て締結した、西春別北１号線改良舗

装工事請負契約の一部を次のように変更する。

契約金額８,８４４万円、内消費税及び地方消費税額８０４万円を８,８８０万３,０００

円、内消費税及び地方消費税額８０７万３,０００円に改める。

変更の内容につきましては、構造物撤去工、産業廃棄物処理工及び準備費で、当初概数

としていた数量が確定したことにより、３６万３,０００円の増額となったものです。

次に、報告第５号、議案書の６４ページを御覧願います。

報告第５号の専決処分書を朗読いたします。

専決処分書。

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和８年１月２６日、別海町長、曽根興三。

工事請負契約の一部変更について。

令和７年７月２９日、議案第６７号により議決を経て締結した、町道西別地区１号幹線

新生橋外１橋梁補修工事請負契約の一部を次のように変更する。

契約金額７,５４６万円、内消費税及び地方消費税額６８６万円を７,５７０万２,０００

円、内消費税及び地方消費税額６８８万２,０００円に改める。

変更の内容につきましては、構造物撤去工、橋梁補修工、現場塗装工、仮設工及び共通

仮設費で、当初概数としていた数量が確定したことにより、２４万２,０００円の増額と

なったものです。

次に、報告第６号、議案書の６５ページにお進みください。

報告第６号の専決処分書を朗読いたします。

専決処分書。

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和８年１月２０日、別海町長、曽根興三。

工事請負契約の一部変更について。

令和７年７月２９日、議案第６８号により議決を経て締結、令和７年９月２４日に専決

処分した、町道本別誘導線交付金工事請負契約の一部を次のように変更する。

契約金額６,３４０万４,０００円、内消費税及び地方消費税額５７６万４,０００円を６,

４８３万４,０００円、内消費税及び地方消費税額５８９万４,０００円に改める。

変更の内容につきましては、道路土工、排水構造物工、舗装工、構造物撤去工及び共通

仮設費で、当初概数としていた数量が確定したことにより、１４３万円の増額となったも
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のです。

以上で、報告第４号から第６号までの内容説明を終わります。

──────────────────────────────────

◎散会宣言

○議長（西原 浩君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。

本日はこれで散会します。

なお、１１日水曜日は午前１０時から一般質問を行いますので、御参集願います。

皆様大変御苦労さまでした。

散会 午後 １時４６分
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上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したものであ

る。

令和 年 月 日

署 名 者

別海町議会議長

議 員

議 員

議 員

議 員


